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ワクチン接種円滑化システムにおける施設類型情報の変更について（予告） 

 

 ワクチン接種円滑化システム（以下「Ｖ－ＳＹＳ」という。）における基本

型接種施設及び連携型接種施設/サテライト型接種施設の施設類型情報の変更

については、「ワクチン接種円滑化システムにおける施設類型情報の変更につ

いて」（令和３年３月 15 日付け事務連絡）において、変更できる場合をお示し

たところですが、今般、施設類型情報を変更できる場合を拡大することとしま

した。 

ついては、本事務連絡の内容を基本型接種施設及び連携型接種施設/サテラ

イト型接種施設並びに管内の市区町村及び関係団体に周知いただくようお願い

いたします。 

 なお、本事務連絡に基づく運用は医療従事者等向け優先接種については、４

月 12 日の週に配送される第３弾から、高齢者向け優先接種については、４月

26 日の週の配送からの適用を予定しており、具体的な変更手続は４月５日

（月）からの開始を予定しています。それまでの間は、従前どおりの運用とな

りますので、ご留意願います。 

 

記 

 

１ 施設類型情報の変更 

(1) 施設類型情報を変更できる場合 

① 基本型接種施設から連携型接種施設/サテライト型接種施設へ変更が

できる場合 

ア 連携型接種施設/サテライト型接種施設として登録されていた間に、

一度もワクチンの配分を受けていない場合 

イ 配分されたワクチンの在庫がない場合 

② 連携型接種施設/サテライト型接種施設から基本型接種施設へ変更が

できる場合 



ア 連携型接種施設/サテライト型接種施設として登録されていた間に、

一度もワクチンの配分を受けていない場合 

イ 配分されたワクチンの在庫がない場合 

(2) 変更手続 

変更を希望する医療機関は、Ｖ－ＳＹＳ上で、「基本型接種施設」又は

「連携型接種施設/サテライト型接種施設」の設定を変更した上で、市町

村への変更申請を行う。 

変更申請を受けた市町村は、上記１の条件に適合していること及び当

該変更に伴い地域のワクチン接種計画の実施に支障を来さないことを確

認の上、Ｖ－ＳＹＳ上で承認を行う。 

 

２ 連携型接種施設/サテライト型接種施設によるワクチン配分元の基本型接

種施設の変更について 

３月 15 日付け事務連絡に記載のとおり、既に基本型接種施設から移送され

たワクチンを全て使い切り、在庫がない場合は、移送元の基本型接種施設を

別の基本型接種施設に変更することができる。 

具体的な手続については、本事務連絡に基づく運用の開始（４月５日）以降

は、各連携型接種施設/サテライト型接種施設は、その提携する基本型接種施

設をＶ－ＳＹＳ上で設定することを不要とする一方で、各連携型接種施設/サ

テライト型接種施設は、ワクチンの移送を受ける都度、Ｖ－ＳＹＳ上で、配

分元の基本型接種施設を入力することとする予定である。 


